
医
薬
品
副
作
用
被
害
救
済
制
度
の
対
象
と
な
ら
な
い
医
薬
品
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
案
）
新
旧
対
照
表

○
医
薬
品
副
作
用
被
害
救
済
制
度
の
対
象
と
な
ら
な
い
医
薬
品
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
五
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

一
～
百
二
十
四

（
略
）

一
～
百
二
十
四

（
略
）

百
二
十
五

(

－)

―
（
１
Ｒ
・
９
Ｓ
・
１
２
Ｓ
・
１
３
Ｒ
・
１
４
Ｓ
・

百
二
十
五

(

－)

―
（
１
Ｒ
・
９
Ｓ
・
１
２
Ｓ
・
１
３
Ｒ
・
１
４
Ｓ
・

１
７
Ｒ
・
１
８
Ｅ
・
２
１
Ｓ
・
２
３
Ｓ
・
２
４
Ｒ
・
２
５
Ｓ
・
２
７

１
７
Ｒ
・
１
８
Ｅ
・
２
１
Ｓ
・
２
３
Ｓ
・
２
４
Ｒ
・
２
５
Ｓ
・
２
７

Ｒ
）
―
１
７
―
ア
リ
ル
―
１
・
１
４
―
ジ
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―
１
２
―
［

Ｒ
）
―
１
７
―
ア
リ
ル
―
１
・
１
４
―
ジ
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―
１
２
―
［

（
Ｅ
）
―
２
―
［
（
１
Ｒ
・
３
Ｒ
・
４
Ｒ
）
―
４
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―

（
Ｅ
）
―
２
―
［
（
１
Ｒ
・
３
Ｒ
・
４
Ｒ
）
―
４
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―

３
―
メ
ト
キ
シ
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
］
―
１
―
メ
チ
ル
ビ
ニ
ル
］
―
２

３
―
メ
ト
キ
シ
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
］
―
１
―
メ
チ
ル
ビ
ニ
ル
］
―
２

３
・
２
５
―
ジ
メ
ト
キ
シ
―
１
３
・
１
９
・
２
１
・
２
７
―
テ
ト
ラ

３
・
２
５
―
ジ
メ
ト
キ
シ
―
１
３
・
１
９
・
２
１
・
２
７
―
テ
ト
ラ

メ
チ
ル
―
１
１
・
２
８
―
ジ
オ
キ
サ
―
４
―
ア
ザ
ト
リ
シ
ク
ロ
［
２

メ
チ
ル
―
１
１
・
２
８
―
ジ
オ
キ
サ
―
４
―
ア
ザ
ト
リ
シ
ク
ロ
［
２

２
・
３
・
１
・
０
］
〈
４
・
９
〉
オ
ク
タ
コ
サ
―
１
８
―
エ
ン
―
２

２
・
３
・
１
・
０
］
〈
４
・
９
〉
オ
ク
タ
コ
サ
―
１
８
―
エ
ン
―
２

・
３
・
１
０
・
１
６
―
テ
ト
ラ
オ
ン
（
別
名
タ
ク
ロ
リ
ム
ス
）
及
び

・
３
・
１
０
・
１
６
―
テ
ト
ラ
オ
ン
（
別
名
タ
ク
ロ
リ
ム
ス
）
及
び

そ
の
製
剤
（
た
だ
し
、
外
皮
用
剤
若
し
く
は
点
眼
剤
と
し
て
用
い
ら

そ
の
製
剤
（
た
だ
し
、
外
皮
用
剤
若
し
く
は
点
眼
剤
と
し
て
用
い
ら

れ
る
も
の
又
は
〇
・
五
㎎
錠
剤
、
〇
・
五
㎎
カ
プ
セ
ル
製
剤
、
一
・

れ
る
も
の
又
は
〇
・
五
㎎
カ
プ
セ
ル
製
剤
及
び
一
・
〇
㎎
カ
プ
セ
ル

〇
㎎
錠
剤
、
一
・
〇
㎎
カ
プ
セ
ル
製
剤
、
一
・
五
㎎
錠
剤
及
び
三
・

製
剤
で
あ
っ
て
関
節
リ
ウ
マ
チ
に
用
い
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

〇
㎎
錠
剤
で
あ
っ
て
関
節
リ
ウ
マ
チ
に
用
い
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。

）
百
二
十
六
～
百
三
十
八

（
略
）

百
二
十
六
～
百
三
十
八

（
略
）


